
（１） 令和８年３月５日発行な な か ま ど
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砂
川
市
新
年
交
礼
会

11
月
26
日
(水
)に
山
田
会
頭
、

佐
藤
勝
也
副
会
頭
、
佐
藤
祥
浩
副
会

頭
、
作
田
専
務
理
事
が
市
長
室
に
飯

澤
市
長
を
訪
ね
、
砂
川
市
が
令
和
８

年
度
の
行
政
施
策
を
編
成
さ
れ
る
に

あ
た
り
、
砂
川
商
工
会
議
所
が
進
め

る
各
種
事
業
並
び
に
街
づ
く
り
開
発

事
業
に
関
す
る
要
望
書
を
提
出
致
し

ま
し
た
。

要
望
項
目
は
次
の
と
お
り
で
す
。

１

商
工
業
の
振
興
と
地
域
活
性
化

対
策
に
つ
い
て

（
１
）
中
小
・
小
規
模
事
業
者
の
活

力
強
化
に
つ
い
て

（
２
）
ま
ち
づ
く
り
対
策
の
推
進
に

つ
い
て

（
３
）
ハ
イ
ウ
ェ
イ
オ
ア
シ
ス
の
ス

マ
ー
ト
イ
ン
タ
ー
チ
ェ
ン
ジ

の
利
活
用
に
つ
い
て

（
４
）
砂
川
駅
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
の
新

設
構
想
に
つ
い
て

（
５
）
砂
川
火
力
発
電
所
の
廃
止
に

伴
う
地
域
経
済
の
影
響
に
つ

い
て

（
６
）
市
道
南
１
丁
目
線
Ｊ
Ｒ
鉄
道

ガ
ー
ド
の
片
側
通
行
整
備
の

推
進
に
つ
い
て

（
７
）
空
き
家
・
空
き
店
舗
対
策
の

推
進
に
つ
い
て

２

各
会
計
及
び
諸
事
業
に
対
す
る

補
助
金
に
つ
い
て

（
１
）
一
般
会
計
に
対
す
る
補
助
に

つ
い
て

（
２
）
中
小
企
業
相
談
所
特
別
会
計

に
対
す
る
補
助
に
つ
い
て

（
３
）
商
工
業
近
代
化
推
進
特
別
会

計
に
対
す
る
補
助
に
つ
い
て

（
４
）
プ
レ
ミ
ア
ム
商
品
券
事
業
に

対
す
る
補
助
に
つ
い
て

（
５
）
花
火
大
会
に
対
す
る
補
助
に

つ
い
て

（
６
）
郷
土
み
こ
し
保
存
事
業
に
対

す
る
補
助
に
つ
い
て

（
７
）
中
心
市
街
地
の
活
性
化
事
業

に
対
す
る
補
助
に
つ
い
て

（
８
）
ま
ち
な
か
交
流
施
設
指
定
管

理
業
務
に
対
す
る
補
助
に
つ

い
て

（
９
）
商
業
街
路
灯
の
補
助
に
つ
い
て
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実
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健康保険料率 介護保険料率

10.31％

現行 令和８年３月分～

1.59％

現行 令和８年３月分～

令和8年3月分（4月納付分）からの協会けんぽ北海道支部保険料率のお知らせです

10.28％10.28％ 1.62％1.62％ 

A4 2/5

※ 令和８年４月分（５月納付分）より子ども・子育て支援金制度が始まり、新たに子ども・子育て支援金率0.23％が加わります。

※ 健康保険料、介護保険料、子ども・子育て支援金は労使折半となります。

全国健康保険協会 北海道支部
〒001-8511 札幌市北区北10条西3丁目23-1 THE PEAK SAPPORO 3F
TEL 011-726-0352（代表） https://www.kyoukaikenpo.or.jp/

詳しくは
コチラ▼

✓ 35歳以上の方は人間ドック健診に最高25,000円の補助！

✓ 35歳以上の方に加え20、25、30歳の方も生活習慣病予防健診の対象に！

✓ 40歳以上の女性に骨粗しょう症検診を開始！

令和８年４月スタート！ 協会けんぽの健診がさらに「手厚く・新しく」なりました！



（２）令和８年３月５日発行 な な か ま ど
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◇
小
規
模
企
業
共
済
制
度
の
ご
案
内
◇

小
規
模
企
業
共
済
と
は
？

小
規
模
企
業
共
済
制
度
は
、
小

規
模
企
業
の
個
人
事
業
主
（
共
同

経
営
者
を
含
む
）
ま
た
は
会
社
等

の
役
員
の
方
が
事
業
を
や
め
ら
れ

た
り
、
退
職
さ
れ
た
り
し
た
場
合

に
、
生
活
の
安
定
や
事
業
の
再
建

を
図
る
た
め
の
資
金
を
あ
ら
か
じ

め
準
備
し
て
お
く
共
済
制
度
で

す
。
い
わ
ば
「
経
営
者
の
退
職
金

制
度
」
と
い
え
ま
す
。

制
度
の
特
色

①
安
心
・
確
実
な
国
（
独
立
行
政

法
人
中
小
企
業
基
盤
整
備
機

構
）
の
共
済
制
度

②
税
制
面
で
大
き
な
メ
リ
ッ
ト

◎
掛

金
・
・
・
全
額
が
「
小

規
模
企
業
共
済
等
掛
金
控

除
」
と
し
て
、
課
税
対
象
所

得
か
ら
控
除
で
き
ま
す
。

（
１
年
以
内
の
前
納
掛
金
も

同
様
で
す
）

◎
共
済
金
・
・
・
退
職
所
得
扱

い
（
一
括
受
取
り
）
ま
た
は

公
的
年
金
等
の
雑
所
得
扱
い

（
分
割
受
取
り
）

③
ラ
イ
フ
プ
ラ
ン
に
合
わ
せ
た

共
済
金
の
受
取
方
法
が
選
べ
ま

す
④
事
業
資
金
等
の
貸
付
制
度
も

充
実

加
入
で
き
る
人
は
？

常
時
使
用
す
る
従
業
員
が
20
人

以
下
（
宿
泊
業
・
娯
楽
業
を
除

く
サ
ー
ビ
ス
業
、
商
業
で
は
５

人
以
下
）
の
個
人
事
業
主
、
共

同
経
営
者
（
個
人
事
業
主
１
人

に
つ
き
２
人
ま
で
）
及
び
会
社

の
役
員
が
加
入
で
き
ま
す
。

毎
月
の
掛
金
は
？

掛
金
月
額
は
１
，
０
０
０
円
～

７
０
，０
０
０
円
の
範
囲
内（
５

０
０
円
単
位
）
で
自
由
に
選
べ

ま
す
。

お
問
い
合
わ
せ
は
相
談
業
務
課

（
電
話
５
２
­
４
２
９
４
）
ま
で

お
願
い
し
ま
す
。

小
規
模
企
業
共
済
と
は
？

小
規
模
企
業
共
済
制
度
は
、
小

規
模
企
業
の
個
人
事
業
主
（
共
同

経
営
者
を
含
む
）
ま
た
は
会
社
等

の
役
員
の
方
が
事
業
を
や
め
ら
れ

た
り
、
退
職
さ
れ
た
り
し
た
場
合

に
、
生
活
の
安
定
や
事
業
の
再
建

を
図
る
た
め
の
資
金
を
あ
ら
か
じ

め
準
備
し
て
お
く
共
済
制
度
で

す
。
い
わ
ば
「
経
営
者
の
退
職
金

制
度
」
と
い
え
ま
す
。

制
度
の
特
色

①
安
心
・
確
実
な
国
（
独
立
行
政

法
人
中
小
企
業
基
盤
整
備
機

構
）
の
共
済
制
度

②
税
制
面
で
大
き
な
メ
リ
ッ
ト

◎
掛

金
・
・
・
全
額
が
「
小

規
模
企
業
共
済
等
掛
金
控

除
」
と
し
て
、
課
税
対
象
所

得
か
ら
控
除
で
き
ま
す
。

（
１
年
以
内
の
前
納
掛
金
も

同
様
で
す
）

◎
共
済
金
・
・
・
退
職
所
得
扱

い
（
一
括
受
取
り
）
ま
た
は

公
的
年
金
等
の
雑
所
得
扱
い

（
分
割
受
取
り
）

③
ラ
イ
フ
プ
ラ
ン
に
合
わ
せ
た

共
済
金
の
受
取
方
法
が
選
べ
ま

す
④
事
業
資
金
等
の
貸
付
制
度
も

充
実

加
入
で
き
る
人
は
？

常
時
使
用
す
る
従
業
員
が
20
人

以
下
（
宿
泊
業
・
娯
楽
業
を
除

く
サ
ー
ビ
ス
業
、
商
業
で
は
５

人
以
下
）
の
個
人
事
業
主
、
共

同
経
営
者
（
個
人
事
業
主
１
人

に
つ
き
２
人
ま
で
）
及
び
会
社

の
役
員
が
加
入
で
き
ま
す
。

毎
月
の
掛
金
は
？

掛
金
月
額
は
１
，
０
０
０
円
～

７
０
，０
０
０
円
の
範
囲
内（
５

０
０
円
単
位
）
で
自
由
に
選
べ

ま
す
。

お
問
い
合
わ
せ
は
相
談
業
務
課

（
電
話
５
２
­
４
２
９
４
）
ま
で

お
願
い
し
ま
す
。
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◇
小
規
模
企
業
共
済
制
度
の
ご
案
内
◇

小
規
模
企
業
共
済
と
は
？

小
規
模
企
業
共
済
制
度

は
、
小
規
模
企
業
の
個
人
事

業
主（
共
同
経
営
者
を
含
む
）

ま
た
は
会
社
等
の
役
員
の
方

が
事
業
を
や
め
ら
れ
た
り
、

退
職
さ
れ
た
り
し
た
場
合

に
、
生
活
の
安
定
や
事
業
の

再
建
を
図
る
た
め
の
資
金
を

あ
ら
か
じ
め
準
備
し
て
お
く

共
済
制
度
で
す
。
い
わ
ば

「
経
営
者
の
退
職
金
制
度
」

と
い
え
ま
す
。

制
度
の
特
色

①
安
心
・
確
実
な
国
（
独
立

行
政
法
人
中
小
企
業
基
盤

整
備
機
構
）
の
共
済
制
度

②
税
制
面
で
大
き
な

メ
リ
ッ
ト

◎
掛

金
・・・
全
額
が「
小

規
模
企
業
共
済
等
掛
金
控

除
」
と
し
て
、
課
税
対
象

所
得
か
ら
控
除
で
き
ま

す
。（
１
年
以
内
の
前
納

掛
金
も
同
様
で
す
）

◎
共
済
金
・
・
・
退
職
所
得

扱
い
（
一
括
受
取
り
）
ま

た
は
公
的
年
金
等
の
雑
所

得
扱
い
（
分
割
受
取
り
）

③
ラ
イ
フ
プ
ラ
ン
に
合
わ
せ

た
共
済
金
の
受
取
方
法
が

選
べ
ま
す

④
事
業
資
金
等
の
貸
付
制
度

も
充
実

加
入
で
き
る
人
は
？

◎
常
時
使
用
す
る
従
業
員
が

20
人
以
下
（
宿
泊
業
・
娯

楽
業
を
除
く
サ
ー
ビ
ス

業
、商
業
で
は
５
人
以
下
）

の
個
人
事
業
主
、
共
同
経

営
者
（
個
人
事
業
主
１
人

に
つ
き
２
人
ま
で
）
及
び

会
社
の
役
員
が
加
入
で
き

ま
す
。

毎
月
の
掛
金
は
？

◎
掛
金
月
額
は
１
，
０
０
０

円
～
７
０
，
０
０
０
円
の

範
囲
内（
５
０
０
円
単
位
）

で
自
由
に
選
べ
ま
す
。

お
問
い
合
わ
せ
は
相
談
業

務
課
（
℡
52
­
４
２
９
４
）

ま
で
お
願
い
し
ま
す
。

掛金納付年数 ５年 １０年 １５年 ２０年 ３０年 共 済 事 由 等掛金合計額 600,000 1,200,000 1,800,000 2,400,000 3,600,000

共済金Ａ 621,400 1,290,600 2,011,000 2,786,400 4,348,000
◎個人事業の廃止・死亡（配偶者又は子への事業譲渡含む）
◎個人事業主の廃業に伴う共同経営者の退任
◎共同経営者の疾病または負傷による退任
◎会社等の解散 など

共済金Ｂ 614,600 1,260,800 1,940,400 2,658,800 4,211,800 ◎老齢給付（65歳以上で180か月以上掛金を納付した方）
◎会社等役員の疾病・負傷・65歳以上による退任 など

準共済金 600,000 1,200,000 1,800,000 2,419,500 3,832,740
◎法人成りし、その会社の役員に就任しなかった
◎法人成りし、その会社の役員に就任した（役員たる小
規模企業者となったときを除く）
◎会社等役員の退任（疾病・負傷・65歳以上・死亡・解散
を除く） など

解約手当金
■掛金納付月数に応じて、掛金合計額の80％～120％相当額が受け取れます。
掛金納付月数が240ヵ月（20年）未満での受取額は、掛金合計額を下回りま
す。

◎任意解約
◎掛金を12ヵ月分以上滞納したとき
◎法人成りし、その会社の役員たる小規模企業者と
なった など

共済金等の受け取りについて 掛金 毎月 10,000円の場合 （単位：円）
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令
和
５
年

砂
川
市
新
年
交
礼
会

■
労
働
保
険
事
務
組
合
と
は
？

事
業
主
の
皆
様
に
代
わ
っ
て
、
労

働
保
険
（
労
災
保
険
、
雇
用
保
険
）

に
関
す
る
事
務
処
理
を
行
い
ま
す
。

公
共
職
業
安
定
所
や
労
働
基
準
監

督
署
へ
の
事
務
手
続
き
、
労
働
保
険

料
の
申
告
納
付
、
雇
用
保
険
の
資
格

取
得
お
よ
び
喪
失
な
ど
の
複
雑
な
手

続
き
を
す
べ
て
代
行
し
ま
す
の
で
、

事
業
主
の
皆
様
の
事
務
処
理
が
大
幅

に
軽
減
さ
れ
ま
す
。
砂
川
商
工
会
議

所
は
、国
の
認
可
を
受
け
、会
員
サ
ー

ビ
ス
の
一
環
と
し
て
事
務
組
合
を
運

営
し
て
い
ま
す
。

■
事
務
委
託
を
し
た
場
合
の
メ
リ
ッ

ト
は
？

・
事
務
組
合
が
一
括
し
て
事
務
処
理

を
し
ま
す
の
で
事
務
が
大
幅
に
軽

減
さ
れ
ま
す
。

・
労
働
保
険
料
を
３
回
に
分
割
し
て

納
付
す
る
こ
と
が
で
き
、
納
付
の

負
担
が
軽
く
な
り
ま
す
。（
通
常

は
、
一
定
額
を
超
え
な
い
と
分
割

納
付
が
で
き
ま
せ
ん
。）

・
事
業
主
及
び
家
族
従
事
者
も
労
災

保
険
に
加
入
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。























砂
川
商
工
会
議
所

労
働
保
険
事
務
組
合
の
ご
案
内

■
委
託
で
き
る
事
業
主
は
？

常
時
使
用
す
る
労
働
者
が

・
金
融
・
保
険
・
不
動
産
・
小
売
業

に
あ
っ
て
は
50
人
以
下
の
事
業
主

・
卸
売
の
事
業
、
サ
ー
ビ
ス
業
に
あ

っ
て
は
１
０
０
人
以
下
の
事
業
主

・
そ
の
他
事
業
に
あ
っ
て
は
３
０
０

人
以
下
の
事
業
主

■
事
業
主
に
代
わ
っ
て
行
う
事
務

は
？

・
労
働
保
険
料
の
申
告
及
び
納
付
に

関
す
る
事
務

・
保
険
関
係
成
立
届
、
雇
用
保
険
の

事
業
所
設
置
届
・
変
更
届
の
提
出

等
に
関
す
る
事
務

・
労
働
保
険
の
特
別
加
入
の
申
請
に

関
す
る
事
務

・
雇
用
保
険
の
被
保
険
者
に
関
す
る

届
出
等
の
事
務

・
そ
の
他
労
働
保
険
の
適
用
徴
収
に

か
か
る
申
請
、
届
出
、
報
告
等
に

関
す
る
事
務

※
お
問
い
合
わ
せ
は

砂
川
商
工
会
議
所

相
談
業
務
課

（
℡

52
-４
２
９
４
）
ま
で

お
願
い
い
た
し
ま
す
。

詳しくは、公式ホームページを
ご覧ください。
https://kashihaku-hokkaido.jp/

　本制度は、小規模事業者の経営改善を目的に、商工会議所の推薦により無担保・無保証で日本政策金融公庫が

融資する制度です。

常時雇用する従業員が 20 人以下 

（商業・サービス業は 5 人、宿泊業及び娯楽業は 20 人）以下の事業者の方 

※ただし、最近市内で1年以上事業を行っていて、６カ月以上当所の経営指導を受けている方

融資限度額 2,000万円　　

融資期間 運転資金・設備資金ともに１０年以内（うち据置２年以内）

利 率 2.40％(令和８年２月２日現在)

〇賃上げ貸付利率特例制度（制度拡充）

　自社従業員の賃上げに取り組む方にご利用いただける「賃上げ貸付利率特例制度」が創設されました。

新たに事業を開始後３カ月以上の事業者であって、雇用者給与等支給額（注1）の総額が

最近の決算期と比較して2.5％以上増加する見込みがある方（注2）

（注1）　雇用者に対する給与等の支給額のことをいいます。雇用者には、パート、アルバイトおよび

　　　　　日雇い労働者も含めますが、法人の役員及び個人事業主の家族従業員は含めません

（注2）　最近の決算期において既に増加している方を含み、最近の決算期において雇用者給与等

　　　　　支給額の支出がない方を除きます

貸付利率 各融資制度に定める利率-0.5％（貸付日から２年間）※利率の下限は0.3％

そ の 他 上記以外の融資条件は、各融資制度に定める条件が適用されます

【お問合せ・ご相談】砂川商工会議所 中小企業相談所 　相談業務課　TEL 0125-52-4294

ご利用
いただける方

マル経融資制度

（小規模事業者経営改善資金融資制度）

融資対象

1

マル経融資制度
（小規模事業者経営改善資金融資制度）



（３） 令和８年３月５日発行な な か ま ど
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砂
川
市
民
ま
つ
り
が
盛
大
に
終
了
！

20～39歳 40～74歳 料 金

特 定 健 診
問診・身体計測（身長・体重・腹囲）血
圧測定・尿検査（糖・蛋白・潜血）・血
液検査（脂質・肝機能・血糖値） 自己負担

1,000円
市独自項目

クレアチニン・
尿 酸・eGFR
（腎機能）貧血

左記に加えて
心 電 図・眼 底 検 査

が ん 検 診
対象となりま
せんので、受
診 で き ま せ

ん。

胃がん
肺がん
＊喀痰
大腸がん
前立腺がん(50歳以上)

1,000円
300円
550円
500円
1,000円

■ 健診内容・料金

生活保護受給者の方も健診が受けられますのでお問い合わせ下さい

融資限度額は？
２，０００万円
（1,500万円を超える融資には事業計画書の策定などが必要です）

返 済 期 間 は ？
運転資金は ７ 年以内（据置１年以内）
設備資金は１０年以内（据置２年以内）

担保・保証人は？
不要です

融 資 利 率 は ？
１.１１％（平成３１年１月17日現在）
※利率は変動いたしますのでご確認下さい。

お問合せ先▽
砂川商工会議所 相談業務課

（℡ ５２－４２９４）

小規模事業者の資金調達を支援します
マル経融資制度 （小規模事業者経営改善資金融資制度）



～ご利用いただける方～
■ 砂川市内で１年以上営業している事業所
■ 常時使用する従業員が２０人以下（商業・サービ
ス業の場合は５人以下）の法人・個人の事業主の
方

■ 商工会議所の経営指導員による経営指導を原則
６ケ月以上受けている方

■ 義務納税額（所得税・法人税・事業税・道市町村
民税）を完納している方

■ 商工業者であり、かつ日本政策金融公庫の融資
対象業種を営んでいる方

日
本
年
金
機
構

砂
川
年
金
事
務
所
か
ら
の
お
願
い

日
本
年
金
機
構
で
は
、
ね
ん
き
ん

ネ
ッ
ト
の
普
及
に
努
め
て
お
り
ま
す
。

ね
ん
き
ん
ネ
ッ
ト
と
は
、
ご
自
宅
や
職

場
の
パ
ソ
コ
ン
・
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
で

ご
自
分
の
年
金
加
入
記
録
や
将
来
受
け

ら
れ
る
年
金
見
込
み
額
等
を
調
べ
る
こ

と
が
で
き
る
も
の
で
す
。

ね
ん
き
ん
ネ
ッ
ト
の
利
用
者
登
録
に
使

用
す
る
「
ア
ク
セ
ス
キ
ー
」（
17
ケ
タ
の

数
字
）
は
年
金
事
務
所
で
発
行
し
て
お

り
ま
す
の
で
、「
ア
ク
セ
ス
キ
ー
発
行

申
込
書
」（
年
金
事
務
所
備
付
け
用
紙
）

に
記
入
の
う
え
提
出
方
よ
ろ
し
く
お
願

い
致
し
ま
す
。

な
お
、
ア
ク
セ
ス
キ
ー
は
申
込
者
の
ご

自
宅
に
郵
送
と
な
り
ま
す
。

平
成
31
年
度
会
長
に

田
村
英
規
君
を
選
任
！

永
年
に
わ
た
り
会
員
事
業
所
に
勤

務
さ
れ
、
企
業
の
発
展
に
寄
与
さ
れ

た
方
々
を
讃
え
る
、
砂
川
市
内
中
小

企
業
勤
続
従
業
員
顕
彰
式
を
今
回
は

開
催
せ
ず
、
表
彰
状
並
び
に
記
念
品

を
配
布
す
る
方
式
と
さ
せ
て
い
た
だ

き
ま
し
た
。

今
年
度
は
、
勤
続
40
年
２
名
、
勤

続
35
年
４
名
、
勤
続
30
年
16
名
、
勤

続
25
年
６
名
、
勤
続
20
年
15
名
、
勤

続
15
年
８
名
、
勤
続
10
年
36
名
、
勤

続
５
年
33
名
、
計
１
２
０
名
の
方
が

受
賞
さ
れ
、
11
月
27
日
（
木
）
に
、

当
所
よ
り
表
彰
状
並
び
に
記
念
品
が

贈
ら
れ
る
と
と
も
に
、
砂
川
市
よ
り

勤
続
10
年
以
上
の
方
々
へ
感
謝
状
が

贈
ら
れ
ま
し
た
。

な
お
、
受
賞
者
の
方
々
は
次
の
と

お
り
と
な
っ
て
お
り
ま
す
が
、
紙
面

の
関
係
上
勤
続
15
年
以
下
の
方
は
省

略
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
の
で
ご
了

承
願
い
ま
す
。

（
敬
称
略
）

勤
続
40
年
（
２
名
）

白
川

秀
昭
〔
カ
ヤ
ク
･ジ
ャ
パ
ン
㈱

砂
川
工
場
〕

其
田

栄
一
〔
東
洋
建
設
工
機
㈱
〕

勤
続
35
年
（
４
名
）

武
田

英
輝
〔
ソ
メ
ス
サ
ド
ル
㈱
〕

藤
原
登
美
子
〔
東
洋
建
設
工
機
㈱
〕

神
子
島

貢
〔
丸
一
運
輸
㈱
〕

坂
野

貢
〔
丸
一
運
輸
㈱
〕

勤
続
30
年
（
16
名
）

大
條

泰
輔
〔
カ
ヤ
ク
･ジ
ャ
パ
ン
㈱

砂
川
工
場
〕

木
村

武
久
〔
カ
ヤ
ク
･ジ
ャ
パ
ン
㈱

砂
川
工
場
〕

山
中
裕
一
郎
〔
カ
ヤ
ク
･ジ
ャ
パ
ン
㈱

砂
川
工
場
〕

土
門

弘
昌
〔
㈱
川
上
鐵
工
製
作
所
〕

平
川

大
了
〔
㈱
川
上
鐵
工
製
作
所
〕

菅
原

晃
〔
㈱
サ
ン
テ
ッ
ク
ス
〕

麻
生

徹
〔
ソ
メ
ス
サ
ド
ル
㈱
〕

永
峯

昭
徳
〔
ソ
メ
ス
サ
ド
ル
㈱
〕

熊
谷

文
孝
〔
㈱
林
工
務
店
〕

齊
藤

美
則
〔
㈱
北

斗
〕

菅
原

一
紀
〔
丸
一
運
輸
㈱
〕

馬
場

靖
史
〔
水
島
建
設
工
業
㈱
〕

村
川

稔
〔
村
田
施
設
工
業
㈱
〕

大
野

文
裕
〔
山
田
産
業
㈱
〕

妹
尾

良
博
〔
山
田
産
業
㈱
〕

佐
野

明
美
〔
吉
川
食
品
㈱
〕

勤
続
25
年
（
６
名
）

眞
田

啓
央
〔
三
東
商
事
㈱
〕

佐
々
木
美
奈
〔
ソ
メ
ス
サ
ド
ル
㈱
〕

瀧
谷

幸
恵
〔
ソ
メ
ス
サ
ド
ル
㈱
〕

岩
岡

孝
太
〔
㈱
林
工
務
店
〕

片
倉

政
憲
〔
㈱
北

斗
〕

横
山

将
博
〔
㈱
北

斗
〕

勤
続
20
年
（
15
名
）

真
坂

尚
生
〔
カ
ヤ
ク
･ジ
ャ
パ
ン
㈱

砂
川
工
場
〕

相
馬

英
佑
〔
ソ
メ
ス
サ
ド
ル
㈱
〕

畠
山

祐
希
〔
ソ
メ
ス
サ
ド
ル
㈱
〕

山
中

優
〔
㈱
林
工
務
店
〕

伊
藤

孝
博
〔
㈱
北

斗
〕

小
山

浩
和
〔
㈱
北

斗
〕

佐
藤

直
人
〔
㈱
北

斗
〕

松
本

真
澄
〔
㈱
北

斗
〕

後
藤

和
明
〔
㈱
増

建
〕

石
田

邦
彦
〔
丸
一
運
輸
㈱
〕

奥
山

浩
幸
〔
丸
一
運
輸
㈱
〕

後
藤

壽
雄
〔
丸
一
運
輸
㈱
〕

寒
河
江
雄
大
〔
丸
一
運
輸
㈱
〕

高
橋

智
美
〔
丸
一
運
輸
㈱
〕

武
山

正
彦
〔
丸
一
運
輸
㈱
〕

▽
は
り
き
ゅ
う
Ｓ
Ｈ
Ｉ
Ｎ

代
表

河
嶋

聡
美

様

業
種

療
術
業

＜

会
議
所
所
属
部
会＞

サ
ー
ビ
ス
部
会

▽
ジ
ン
ギ
ス
カ
ン
羊
師

砂
川
店

代
表

二
口

真
裕
美

様

業
種

飲
食
業

＜

会
議
所
所
属
部
会＞

サ
ー
ビ
ス
部
会

▽
Ｓ
・
Ｋ
商
会

代
表

大
累

正
太

様

業
種

サ
ー
ビ
ス
業

＜

会
議
所
所
属
部
会＞

商
業
部
会

▽
～
よ
が
の
わ
～

代
表

川
端

い
づ
み

様

業
種

サ
ー
ビ
ス
業

＜

会
議
所
所
属
部
会＞

サ
ー
ビ
ス
部
会

▽
株
式
会
社
イ
エ
ロ
ー
ポ
ッ
プ

代
表
取
締
役

酒
井

亨

様

業
種

広
告
業

＜

会
議
所
所
属
部
会＞

サ
ー
ビ
ス
部
会

▽
ス
ー
パ
ー
セ
ン
タ
ー
ト
ラ
イ
ア
ル

砂
川
店

店
長

竹
中

明
人

様

業
種

小
売
業

＜

会
議
所
所
属
部
会＞

商
業
部
会

☆
ご
入
会
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

222
222
222
222
222
222
222
222
222
222
222
222
222
222
222
222
222
222

令
和
７
年
度
勤
続
従
業
員
顕
彰
式






























�
�
�
�
�

令
和
７
年
度

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

砂
川
商
工
会
議
所
新
入
会
員
の
ご
紹
介
















�
�
�
�
�
�
�

砂
川
商
工
会
議
所

�
�
�
�
�
�
�
�

新
入
会
員
の
ご
紹
介
















�
�
�
�
�

令
和
６
年
度

�
�
�
�
�
�
�

砂
川
商
工
会
議
所

�
�
�
�
�
�
�
�

新
入
会
員
の
ご
紹
介

勤
続
45
年
（
１
名
）

勤
続
40
年
（
５
名
）

勤
続
35
年
（
13
名
）

勤
続
30
年
（
15
名
）

勤
続
25
年
（
７
名
）

勤
続
20
年
（
16
名
）

カ
ヤ
ク
ジ
ャ
パ
ン
と
川
上
見
本

〔
カ
ヤ
ク
･ジ
ャ
パ
ン
㈱

砂
川
工
場
〕

〔
㈱
川
上
鐵
工
製
作
所
〕

議
員
職
務
執
行
者
変
更

当
所
議
員
職
務
執
行
者
が
変
更

と
な
り
ま
し
た
の
で
次
の
と
お
り

お
知
ら
せ
い
た
し
ま
す
。

▽
㈱
北
海
道
銀
行
砂
川
支
店

支
店
長

茅
根

裕
介

様

令
和
８
年
２
月
２
日
付



（４）令和８年３月５日発行 な な か ま ど

８
日
▼
第
９
回
三
役
会

会
議
所

▼
永
年
勤
続
警
察
職
員
記
念
品
贈

呈
及
び
幹
部
署
員
と
の
激
励
懇

談
会

滝
川
市

13
日
▼
安
全
祈
願
祭
及
び
街
頭
餅
つ
き

地
域
交
流
セ
ン
タ
ー
ゆ
う

14
日
▼
第
70
回
北
海
道
義
士
祭北

泉
岳
寺

15
日
▼
月
曜
会

ご
っ
こ
や

16
日
▼
自
由
民
主
党
北
海
道
第
十
選
挙

区
支
部
中
空
知
移
動
政
調
会

奈
井
江
町

▼
Ｙ
Ｅ
Ｇ
第
１
回
臨
時
会
員
総
会

酒
房
花
い
た

18
日
▼
常
議
員
会
忘
年
会

Ｓ
Ａ
Ｂ
Ｏ
Ｔ

23
日
▼
す
な
が
わ
冬
ま
つ
り
実
行
委
員
会

遊
水
地
管
理
棟

29
日
▼
会
議
所
閉
所（
１
月
３
日
ま
で
）

【
１
月
】

５
日
▼
御
用
始
め

会
議
所

▼
第
10
回
三
役
会

会
議
所

６
日
▼
令
和
８
年
砂
川
消
防
出
初
式

地
域
交
流
セ
ン
タ
ー
ゆ
う

７
日
▼
令
和
８
年
砂
川
市
新
年
交
礼
会

地
域
交
流
セ
ン
タ
ー
ゆ
う

15
日
▼
全
国
商
工
会
議
所
観
光
振
興
大

会
連
絡
担
当
者
会
議

Ｗ
Ｅ
Ｂ

▼
砂
川
商
店
会
連
合
会
新
年
会

ご
っ
こ
や

18
日
▼
砂
川
青
年
会
議
所
新
年
交
礼
会

地
域
交
流
セ
ン
タ
ー
ゆ
う

19
日
▼
砂
川
地
方
食
品
衛
生
協
会
新
年
会

お
ね
ね

20
日
▼
小
規
模
補
助
金
変
更
承
認
申
請

審
査
会

札
幌
市

▼
笑
和
商
店
会
新
年
会

山
小
屋

21
日
▼
事
業
継
承
セ
ミ
ナ
ー

滝
川
市

▼
Ｂ
Ｒ
Ａ
指
導
者
養
成
研
修
会

Ｗ
Ｅ
Ｂ

27
日
▼
確
定
申
告
研
修
会

滝
川
市

30
日
▼
砂
川
地
域
通
年
雇
用
促
進
協
議

会
総
会

砂
川
市
役
所

お
買
い
物
は
地
元
商
店
街
で
！

会
議
所
の
う
ご
き

会
議
所
の
う
ご
き
６
月

委
員
会
の
う
ご
き
11

令
和
５
年
分
青
色
申
告
決
算
及
び
確

定
申
告
個
別
相
談
の
ご
案
内

※
所
得
税
の
確
定
申
告
が
始
ま
り
ま

す
！令

和
５
年
分
所
得
税
の
確
定
申
告

は
、

２
月
16
日
（
金
）
か
ら
３
月
15

日
（
金
）
ま
で
で
す
。

商
工
会
議
所
で
は
青
色
申
告
決
算

及
び
確
定
申
告
の
個
別
相
談
を
下
記

の
日
程
に
て
行
い
ま
す
の
で
、
ご
不

明
な
点
が
あ
る
方
は
気
軽
に
ご
来
所

く
だ
さ
い
。

▽
日

時

令
和
６
年
２
月
13
日
（
火
)～
２

月
16
日
（
金
）
４
日
間

午
前
10
時
～
午
後
４
時

▽
場

所

砂
川
商
工
会
議
所

第
３
会
議
室

▽
持
参
す
る
物

税
務
署
か
ら
郵
送
さ
れ
た
決
算
書

及
び
確
定
申
告
書
・
出
納
帳
・
元
帳

（
経
費
帳
）・
控
除
の
種
類
に
応
じ
て

必
要
と
な
る
領
収
書
や
証
明
書
・
前

年
分
決
算
書
控
・
申
告
書
控

第
２
回
経
済
政
策
特
別
委
員
会
開
催

第
２
回
総
務
委
員
会
開
催

会
議
所
の
う
ご
き

第
２
回
工
業
委
員
会
開
催

第
３
回
工
業
委
員
会
開
催

常
議
員
会
の
う
ご
き
６
月

商
工
会
議
所
会
員

優
待
サ
ー
ビ
ス
事
業

「
Ｃ
Ｃ
Ｉ
Ｓ
」
を

ご
利
用
下
さ
い

委
員
会
の
う
ご
き
12･1
月

第
４
回
経
済
政
策
特
別
委
員
会
開
催

新
規
会
員
の
ご
紹
介
を

お
願
い
し
ま
す

当
所
で
は
、
よ
り
多
く
の
商
工
業

者
の
総
意
を
商
工
会
議
所
活
動
に
反

映
し
、
組
織
力
強
化
と
財
政
基
盤
の

確
立
を
図
る
た
め
、
新
規
会
員
企
業

の
加
入
を
お
願
い
し
て
お
り
ま
す
。

お
取
引
先
や
お
知
り
合
い
で
、
ま

だ
商
工
会
議
所
に
未
加
入
の
事
業
所

が
ご
ざ
い
ま
し
た
ら
、
是
非
ご
紹
介

下
さ
い
ま
す
よ
う
お
願
い
致
し
ま

す
。
ご
一
報
い
た
だ
け
れ
ば
、
必
要

書
類
な
ど
を
す
ぐ
に
お
届
け
い
た
し

ま
す
。

■
お
問
い
合
わ
せ
は
、
総
務
課
ま

で
（
電
話

５
２
­
４
２
９
４
）

お
願
い
い
た
し
ま
す
。

11～2
月

第
３
回
商
業
委
員
会
開
催

会
員
の
皆
様
へ

会
費
の
自
動
口
座
振
替
の

お
願
い
に
つ
い
て

商
工
会
議
所
会
費
の
納
入
に
つ
い

て
、
事
務
の
効
率
化
、
振
込
手
数
料

等
経
費
の
削
減
を
図
る
た
め
、
会
費

の
自
動
口
座
振
替
を
お
願
い
し
て
お

り
ま
す
。

新
た
に
自
動
口
座
振
替
を
ご
希
望

の
方
、
又
は
指
定
口
座
の
変
更
の
方

は
、
会
議
所
窓
口
に
て
手
続
を
お
願

い
致
し
ま
す
。

皆
様
の
ご
理
解
と
ご
協
力
を
宜
し

く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

※
お
問
い
合
わ
せ
は
商
工
会
議
所

総
務
課

℡
52
-４
２
９
４

ま
で
お
気
軽
に
ご
連
絡
下
さ
い
。

第
２
回
総
務
委
員
会
開
催

第
９
回
広
報
委
員
会
開
催

【
11
月
】

４
日
▼
近
隣
商
工
会
議
所
挨
拶
回
り

近
隣
市
町

６
日
▼
空
知
経
営
指
導
員
協
議
会
研
修

会
（
７
日
ま
で
）

札
幌
市

10
日
▼
第
８
回
三
役
会

会
議
所

▼
創
業
セ
ミ
ナ
ー
（
第
１
回
）

交
流
施
設
す
な
い
る

11
日
▼
第
３
回
砂
商
連
役
員
会

交
流
施
設
す
な
い
る

▼
第
２
６
５
回
全
道
商
工
会
議
所

専
務
理
事
会
議

札
幌
市

17
日
▼
道
北
商
工
会
議
所
事
務
局
長
会

議
（
18
日
ま
で
）

富
良
野
市

▼
創
業
セ
ミ
ナ
ー
（
第
２
回
）

交
流
施
設
す
な
い
る

18
日
▼
砂
川
観
光
協
会
第
４
回
理
事
会

交
流
施
設
す
な
い
る

20
日
▼
第
４
回
常
議
員
会

交
流
施
設
す
な
い
る

21
日
▼
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
滝
川
雇
用
対
策

協
議
会

滝
川
市

25
日
▼
創
業
セ
ミ
ナ
ー
（
第
３
回
）

交
流
施
設
す
な
い
る

26
日
▼
行
政
要
望

砂
川
市
役
所

27
日
▼
中
空
知
地
域
職
業
訓
練
セ
ン

タ
ー
協
会
第
３
回
理
事
会

訓
練
セ
ン
タ
ー

▼
す
な
が
わ
冬
ま
つ
り
第
３
回
実

行
委
員
会

遊
水
地
管
理
棟

▼
Ｙ
Ｅ
Ｇ
次
年
度
会
長
監
事
選
考

委
員
会

交
流
施
設
す
な
い
る

▼
講
演
会
「
豊
臣
兄
弟
に
学
ぶ
企
業

経
営
」

交
流
施
設
す
な
い
る

【
12
月
】

１
日
▼
道
商
連
第
１
９
４
回
常
議
員

会
･第
２
０
４
回
臨
時
会
員
総
会

札
幌
市

２
日
▼
創
業
セ
ミ
ナ
ー
（
第
４
回
）

交
流
施
設
す
な
い
る

▽
㈲
砂
川
建
装

代
表
取
締
役

塩
野

洋
介

様

砂
川
市
西
３
条
南
５
丁
目
１
㿌
20

業
種

塗
装
業

<会
議
所
所
属
部
会
>

建
設
部
会

☆
ご
入
会
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
















�
�
�
�
�
�
�

砂
川
商
工
会
議
所

�
�
�
�
�
�
�
�

新
入
会
員
の
ご
紹
介

９
日
▼
第
12
回
三
役
会

会
議
所

17
日
▼
第
６
回
常
議
員
会

交
流
施
設
す
な
い
る

26
日
▼
第
２
回
臨
時
議
員
総
会

交
流
施
設
す
な
い
る

去
る
、
12
月
20
日
(月
)12
時
よ
り

当
所
第
１
会
議
室
に
於
い
て
、
第
９

回
広
報
委
員
会
が
開
催
さ
れ
、
次
の

議
案
に
つ
い
て
審
議
さ
れ
ま
し
た
。

▽

議

事

（
１
）
掲
載
記
事
の
検
討
に
つ
い
て

去
る
、
１
月
24
日
（
月
）
に
、
第

10
回
広
報
委
員
会
が
書
面
に
て
開
催

さ
れ
、
次
の
議
案
に
つ
い
て
審
議
さ

れ
ま
し
た
。

▽

議

事

（
１
）
掲
載
記
事
の
検
討
に
つ
い
て

３
月

予
定

【
２
月
】

４
日
▼
社
交
飲
食
協
会
役
員
会

Ｓ
Ａ
Ｂ
Ｏ
Ｔ

５
日
▼
第
11
回
三
役
会

会
議
所

▼
砂
川
社
会
保
険
委
員
会
臨
時
総
会

滝
川
市

６
日
▼
Ｙ
Ｅ
Ｇ
第
５
回
理
事
会

会
議
所

10
日
▼
砂
川
共
同
募
金
委
員
会
第
３
回

理
事
会

砂
川
公
民
館

12
日
▼
第
２
６
６
回
全
道
商
工
会
議
所

専
務
理
事
会
議

札
幌
市

13
日
▼
空
知
総
合
振
興
局
・
空
知
管
内

商
工
会
議
所
正
副
会
頭
懇
談
会

岩
見
沢
市

15
日
▼
令
和
８
年
初
春
！
テ
ィ
ー
パ
ー

テ
ィ
ー地

域
交
流
セ
ン
タ
ー
ゆ
う

16
日
▼
第
３
回
総
務
委
員
会

会
議
所

17
日
▼
月
曜
会

Ｓ
Ａ
Ｂ
Ｏ
Ｔ

19
日
▼
第
５
回
常
議
員
会

交
流
施
設
す
な
い
る

▼
日
本
商
工
連
盟
砂
川
地
区
連
盟

理
事
会

交
流
施
設
す
な
い
る

20
日
▼
砂
川
建
設
協
会
通
常
総
会
懇
親
会

山
小
屋

24
日
▼
国
民
健
康
保
険
運
営
協
議
会

砂
川
市
役
所

25
日
▼
第
２
回
砂
川
市
総
合
戦
略
推
進

委
員
会

砂
川
市
役
所

▼
滝
川
警
察
友
の
会
「
警
察
職
員

表
彰
授
与
式
」

滝
川
市

第
10
回
広
報
委
員
会
開
催

新
入
会
員
の

募
集
に
つ
い
て

当
所
で
は
、
よ
り
多
く
の
商
工
業

者
の
総
意
を
商
工
会
議
所
活
動
に
反

映
し
、
組
織
力
強
化
と
財
政
基
盤
の

確
立
を
図
る
た
め
、
新
規
会
員
企
業

の
加
入
を
お
願
い
し
て
お
り
ま
す
。

ご
連
絡
い
た
だ
け
れ
ば
、
必
要
書

類
な
ど
を
す
ぐ
に
お
届
け
い
た
し
ま

す
の
で
、
お
取
引
先
や
お
知
り
合
い
で

ま
だ
当
所
に
未
加
入
の
事
業
所
が
ご

ざ
い
ま
し
た
ら
、
是
非
ご
紹
介
下
さ
い

ま
す
よ
う
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

■
お
問
い
合
わ
せ
は
、
砂
川
商
工
会

議
所

総
務
課
（
℡

52
㿌
４
２

９
４
）ま
で
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

委
員
会
の
う
ご
き
11～2
月

会
議
所
の
う
ご
き
11～2
月

▽
日

時

令
和
７
年
11
月
20
日
（
木
）
正
午

▽
場

所

ま
ち
な
か
交
流
施
設
す
な
い
る

▽
報
告
事
項

（
１
）
主
要
業
務
11
月
・
12
月
行
事

予
定
に
つ
い
て

（
２
）
プ
レ
ミ
ア
ム
商
品
券
販
売
及

び
換
金
状
況
報
告
に
つ
い
て

（
３
）
第
53
回
砂
川
納
涼
花
火
大
会

決
算
書
に
つ
い
て

（
４
）
令
和
７
年
度
砂
川
市
民
ま
つ

り
（
子
ど
も
み
こ
し
）
決
算

に
つ
い
て

（
５
）
第
43
回
会
員
親
睦
ゴ
ル
フ
大

会
決
算
書
に
つ
い
て

（
６
）
第
32
回
会
員
親
睦
ボ
ウ
リ
ン

グ
大
会
収
支
決
算
に
つ
い
て

（
７
）
会
計
報
告
（
10
月
末
）
に
つ

い
て

（
８
）
会
員
異
動
調
書
に
つ
い
て

（
９
）
委
員
会
報
告
に
つ
い
て

▽
議

事

（
１
）
常
任
委
員
会
正
副
委
員
長
・

委
員
に
つ
い
て

（
２
）
顧
問
･参
与
の
委
嘱
に
つ
い
て

（
３
）
行
政
要
望
（
案
）
に
つ
い
て

▽
そ
の
他

（
１
）
第
31
期
(第
３
期
目
)常
議
員

会
会
計
収
支
決
算
に
つ
い
て

（
２
）
第
32
期
(第
１
期
目
)常
議
員

会
会
計
収
支
予
算
に
つ
い
て

委
員
会
の
う
ご
き
２
月

２
月
16
日
（
月
）
12
時
よ
り
当
所

会
議
室
に
於
い
て
、
第
３
回
総
務
委

員
会
が
開
催
さ
れ
、
次
の
議
案
に
つ

い
て
審
議
さ
れ
ま
し
た
。

▽
報

告

（
１
）
会
員
異
動
状
況
に
つ
い
て

▽
議

事

（
１
）
一
般
会
計
・
事
業
サ
ー
ビ
ス

会
計
・
相
談
所
会
計
補
正
予

算
（
案
）
に
つ
い
て

（
２
）
旅
費
規
則
の
一
部
改
正
に
つ

い
て

常
議
員
会
の
う
ご
き
11～2
月

第
３
回
総
務
委
員
会
開
催

第
４
回
常
議
員
会
開
催

第
５
回
常
議
員
会
開
催

第
５
回
常
議
員
会
開
催

▽
日

時

令
和
８
年
２
月
19
日
（
木
）
正
午

▽
場

所

ま
ち
な
か
交
流
施
設
す
な
い
る

▽
報
告
事
項

（
１
）
主
要
業
務
報
告
２
月
・
３
月

行
事
予
定
に
つ
い
て

（
２
）
砂
川
市
内
勤
続
従
業
員
顕
彰

式
収
支
決
算
報
告
に
つ
い
て

（
３
）
す
な
が
わ
プ
レ
ミ
ア
ム
商
品

券
換
金
状
況
報
告
に
つ
い
て

（
４
）
会
員
異
動
状
況
に
つ
い
て

（
５
）
各
会
計
報
告
に
つ
い
て
（
令

和
８
年
１
月
現
在
）

（
６
）
各
委
員
会
報
告
に
つ
い
て

▽
議

事

（
１
）
令
和
７
年
度
一
般
・
事
業
サ

ー
ビ
ス
会
計
･相
談
所
特
別
会

計
補
正
予
算
(案
)に
つ
い
て

（
２
）
旅
費
規
則
の
一
部
改
正
に
つ

い
て


